
令和 7年９月１日現在 

居宅介護支援重要事項説明書 

                        

 1 在宅介護支援センターアヤカリナの概要 

（１）居宅介護支援事業者の指定番号及びサービス提供地域      

事業所名 在宅介護支援センターアヤカリナ 

所在地 埼玉県ふじみ野市福岡 2－1－6イオンタウンふじみ野 3階 

介護保険指定番号 1173001445 

通常の実施地域＊ ふじみ野市 富士見市 三芳町  

川越市の一部（寺尾・古谷・南古谷・高階） 

 ＊上記地域以外の方でもご希望の方はご相談ください。 

 

（２）同事業所の職員体制 

 職   種 常 勤 非常勤 

管理者 主任介護支援専門員 1名  

職 員 主任介護支援専門員 2名  

 介護支援専門員 1名 3名 

 事務員    1名 

 

（３）営業日時 

営業日 月曜日～金曜日  

土曜、日曜、祝日、年末年始（12月 29日～1月 3日）は休業 

営業時間 午前 9時 00分～午後 6時 00分 

 

（４）緊急連絡先（24時間対応）： 080‐4575‐7549 （管理者携帯） 

    

２ 居宅介護支援の申し込みからサービス提供までの流れと主な内容 

介護相談、受付後、事前面談の上ケアプランを作成し、ご契約後サービス担当者会議を開催し 

サービスを開始致します。 

＊ケアプランに位置づける居宅サービス事業所について、複数の事業所の紹介を求めることがで

きます。 

＊当該事業所をケアプランに位置づけた選定の理由の説明を求めることができます。 

３ 利用料 

  居宅介護支援費の費用は全額保険給付の対象となるため、負担金はありません。 

  ただし、保険料の滞納等により法定代理受領できない場合は、一旦、1ヵ月当たりの料金をお

支払いいただき、当該事業所からサービス提供証明書を発行いたします。このサービス提供証

明書を後日保険者の窓口に提出しますと、全額払戻を受けられます。 

 



(１) 居宅介護支援費の利用料 

 

  【基本料金】 

取扱要件         単位数  利用料（Ⅰヵ月あたり） 

居宅介護支援費（Ⅰ） 
要介護度 1・2   1,086単位    11,620円 

要介護度 3・4・5   1,411単位    15,098円 

   

【加算】 

 加算の種類         加算の要件 単位数  加算額 

初回加算 新規あるいは要介護状態区分が 2区分以上変更された 

利用者に対し指定居宅支援を提供した場合（Ⅰ月につき） 

300単位 3,210円 

入院時情報 

連携加算（Ⅰ） 

利用車が病院又は診療所に入院した日のうちに、当該病院

又は診療所の職員に対して当該利用者に係る必要な情報

を提供していること 

＊入院日以前の情報を含む。 

＊営業時間終了後又は営業日以外の日に入院した場合は、

入院日翌日を含む 

250単位 2,675円 

 入院時情報 

連携加算（Ⅱ） 

利用者が病院又は診療所に入院した日の翌日又は翌々日

に、当該病院又は診療所の職員に対して当該利用者に係る

必要な情報を提供していること 

＊営業時間終了後に入院した場合であって、入院日から起

算して 3日目が営業日でない場合は、その翌日を含む 

200単位 2,140円 

退院・退所加算 病院や介護保険施設等からの退院・退所に当たって、病院

や施設の職員と面談を行い利用者に対する必要な情報を

得た上で、居宅サービス計画書を作成し、居宅サービス等

の調整を行った場合 

  

 （Ⅰ）イ 病院や介護保険施設等の職員から利用者に関する必要な

情報の提供をカンファレンス以外の方法により 1 回受け

ていること 

450単位 4,815円 

 （Ⅰ）ロ 病院や介護保険施設等の職員から利用者に関する必要な

情報の提供をカンファレンスにより 1回受けていること 

600単位 6,420円 

 （Ⅱ）イ 病院や介護保険施設等の職員から利用者に関する必要な

情報の提供をカンファレンス以外の方法により 2 回受け

ていること 

600単位 6,420円 

 （Ⅱ）ロ 病院や介護保険施設等の職員から利用者に関する必要な

情報の提供をカンファレンスにより 2回受けていること 

750単位 8,025円 

 （Ⅲ） 病院や介護保険施設等の職員から利用者に関する必要な

情報の提供を 3 回以上受けており、うち 1 回以上はカン

ファレンスによること 

 

900単位 9,630円 

 



通院時情報 

連携加算 

利用者が病院又は診療所において医師又は歯科医師の診

察を受ける時に介護支援専門員が同席し、医師又は歯科医

師等に対して当該利用者の心身の状況や生活環境等の当

該利用者に係る必要な情報の提供を行うとともに、医師ま

たは歯科医師等から当該利用者に関する必要な情報を受

けた上で、居宅サービス計画書に記録した場合 

50単位   535円 

緊急時等居宅

カンファレン

ス加算 

病院等の求めにより、医師等と共に居宅に訪問してカンフ

ァレンスを行い、利用者に必要な居宅サービス等の利用調

整を行った場合（１月に２回を限度） 

200単位  2,140円 

ターミナルケ

アマネジメン

ト加算 

在宅で死亡した利用者に対して、終末期や医療やケアの方

針に関する当該利用者又はその家族の意向を把握したう

えで、その死亡日、及び死亡日前 14日以内に 2日以上、

当該利用者またはその家族の同意を得て、当該利用者の居

宅を訪問し、当該利用者の心身の状況等を記録し主治医の

意思及び居宅サービス計画に位置づけた居宅サービス事

業者に提供した場合 

400単位 4,280円 

特定事業所加

算 Ⅱ 

主任介護支援専門員 1 名及び常勤職員 3 名以上事業所に

配。24 時間連絡体制を確保、地域包括支援センターとの

連携。家族に対する介護等を日常的に行っている児童や障

害者、生活困窮者、難病患者等高齢者以外の対象者への支

援に関する知識等に関する事例検討会、研修に参加してい

る。 

421単位 4,505円 

                      ＊地域区分１単位の単価（５級地）10.7を乗じる 

（1） 解約料 

  利用者は契約を解約することができ、解約料はかかりません。 

（2） 交通費 

  前記 1の（１）のサービスを提供する地域にお住いの方は無料です。それ以外の地域の方は 

介護支援専門員がお訪ねするための交通費の実費を頂くことがあります。 

① 通常の事業の実施地域を超えた地点から、片道 10㎞未満   200円 

② 通常の事業の実施地域を超えた地点から、片道 10㎞以上   500円 

 

４ サービスの利用方法 

（１）サービスの利用開始 

   まずは、お電話等でお申し込みください。当事業所職員がお伺いいたします。契約を締結し

た後、サービスの提供を開始します。 

（２）サービスの終了 

  ①ご利用者様の都合でサービスを終了する場合 

   文書でお申し出くだされば、いつでもこのサービスを解約できます。 

   

 



②当事業所の都合でサービスを終了する場合。 

   やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合がございます。その場

合は、終了 1ヶ月前までに文書で通知するとともに、地域の他の居宅介護支援事業者をご紹

介いたします。 

   

③自動終了 

   以下の場合は、自動的にサービスを終了いたします。 

   ご利用者様が介護保険施設に入所した場合及び病院等に入院し在宅へ帰る予定がない場合。 

   介護保険給付でサービスを受けていたご利用者様の要介護認定区分が、非該当（自立）及び

要支援と認定された場合。 

   ご利用者様がお亡くなりになった場合。 

④その他 

   ご利用者様やご家族様などが当事業所や当事業所の介護支援専門員に対して本契約を継続

しがたいほどの背信行為を行った場合は、文書で通知することにより、契約を終了させてい

ただく場合がございます。 

 

５ 当事業所の居宅介護支援の特徴等 

（１）運営の方針 

   要介護者等の心身の特性を踏まえて、その能力に応じて自立した日常生活を営むことができ

るように援助を行います。また、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な

連携を図り、総合的なサービスに努めてまいります。 

（２）居宅介護支援の実施概要等 

   介護相談、受付後、事前面談の上、ケアプラン作成を行います。 

   また、ケアプランの実施状況等の把握及び評価を行います。 

 

６ 公正中立性の確保 

   質の高いケアマネジメントの推進のため、過去６か月間に作成したケアプランの訪問介護、

通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の利用状況について利用者に説明し介護サー

ビス情報公表制度においても公表します。 

 

７ 入院時における医療と介護の連携 

   利用者及び家族は、病院または診療所に入院する必要が生じた場合には担当介護支援専門員

の氏名及び連絡先を、当該病院または診療所に伝えていただくことになります。 

 

８ 秘密の保持について 

（１） 事業者及び事業者の従業員は、サービスを提供する上で知り得た利用者及び家族の秘密を

正当な理由なく、第三者に漏らしません。この秘密を保持する義務は、契約が終了した後

も継続します。 

（２） 職員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持します。 

 



（３） 職員でなくなった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、職

員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を職員との雇用契約の内容と

します。 

 

９ 事故発生時の対応 

  指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族、市町村等へ連

絡を行うとともに、必要な措置を講じます。  

 

１０ 虐待防止への取り組み 

 利用者の尊厳の保持や人格の尊重、人権の尊重の観点から、虐待の発生やその再発を防止す 

るための研修の実施等担当者を定め取り組みます。 

 

１１ 権利擁護に関する措置 

 職場におけるハラスメント対策のための方針の明確化等必要な措置を講じます。 

 

１２ 感染症の予防及びまん延防止のための措置 

 感染症の発生や拡大を防止するため指針の整備、研修等の担当者を定め取り組みます。 

 

１３ 業務継続計画の策定 

 感染症や災害発生時においても、業務を継続、又は早期に業務再開するための計画を策定し、

必要な研修及び訓練の実施に取り組みます。 

 

１４ 居宅介護支援内容に関する苦情・相談 

（１） 当事業所が設置する苦情相談窓口は、次のとおりです。 

【苦情・相談受付窓口担当者】 

 管理者兼介護支援専門員：北畠留里子 

 電話番号：０４９－２５６―５５８０（午前 9時 00分～午後６時 00分受付） 

 F A X：０４９－２５６―５５８１ 

 

（２） 当事業所以外に、下記の機関にも苦情や相談することができます。 

ふじみ野市役所 高齢者福祉課 電話 ０４９－２６１－２６１１（代） 

富士見市役所 高齢者福祉課 電話 ０４９－２５１－２６１１（代） 

三芳町役場 健康増進課 電話 ０４９－２５８－００１９（代） 

川越市役所 介護保険課 電話 ０４９－２２４－８８１１（代） 

埼玉国民健康保険団体連合会 

（介護サービス苦情相談窓口） 

 電話 ０４８－８２４－２５６８ 

（直通） 

 

 

 

 



居宅介護支援の提供にあたり、本契約を証するため、利用者事業者は署名又は捺印のうえ、 

本契約書を 2通作成し、利用者、事業者が各 1通ずつ保有します。 

 

契約締結日     令和    年   月   日  

   事業者 

        住 所  埼玉県ふじみ野市福岡 2－1－6イオンタウンふじみ野 3階 

 

名 称  合同会社アール 

             在宅介護支援センターアヤカリナ 

             (事業所番号：1173001445) 

          

代表者  平林 佳子         印 

 

説明者      

                           

 

 私は、契約書及び本書面により、事業者から居宅介護支援について重要事項の説明を受け同意 

しました。  

 

 

利用者   

住 所   

       

 

氏 名                     印 

    

  

家族の代表   

住 所 

     

         

氏 名                     印  続柄       


